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はじめに 

 今年2024年は、「児童1の権利に関する条約（以下、「児童の権利条約」とする）」を日本

が批准してから 30 年となる節目の年である。児童の権利条約第 2 条 1 項では、以下に示す

通り、人種や皮膚の色、性別、言語、宗教、政治的価値観などに関わらず、「生きる権利」や

「育つ権利」など児童の権利条約によって定められた権利2が与えられると明記している。 

 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、

皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、

財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権

利を尊重し、及び確保する。（児童の権利条約 第 2 条 1 項）3 

 さらに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（国際人権規約A規約）第 13 条に

おいて「教育を受ける権利」4が明記されており、かつ日本が国際人権規約A規約についても、

１９７９年に批准していることから、日本社会で生きる外国籍の子どもであっても、教育を受

ける権利を有している。我が国においては、上述した通り、国際人権規約に基づき、外国籍の

子どもに対し教育を受ける権利は認めているものの、日本国籍の親が負っているような就学の

義務は、課されていない5というのが現状である。 

 しかしながら、少子化に伴う人口の減少や高齢化、また、社会・経済のグローバル化が一層

進展していく中で、我が国に入国し、長期滞在する外国人の数は将来的にも増加していくもの

 
1 ここでは１８歳未満のすべての者のことを指す（児童の権利条約 第1条） 
2 特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパンWebサイト「子どもの権利と権利条約をめぐる動

きや問題点を誰にでもわかりやすく解説」
https://www.worldvision.jp/children/education_22.html#:~:text=%E5%AD%90%E3%81
%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E3%81%A8%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%A4%A7%
E5%88%87%E3%81%AA4,%E6%9F%B1%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%
81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 （参照日 2024-01-16） 
3 外務省「児童の権利条約（全文）」https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html 

（参照日 2024-01-16） 
4 外務省「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（A規約）第三部」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_004.html （参照日 2024-01-19） 
5 文部科学省「3 外国人の子どもに対する就学支援について」によると「憲法及び教育基本法は、国民は

その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うものとしていることから、普通教育を受けさせる

義務は、我が国の国籍を有する者に課されたものであり、外国人には課せられないと解される。」と明

記されている。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/042/houkoku/08070301/004.ht
m （参照日 2024-01-19） 

https://www.worldvision.jp/children/education_22.html#:~:text=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E3%81%A8%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%A4%A7%E5%88%87%E3%81%AA4,%E6%9F%B1%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.worldvision.jp/children/education_22.html#:~:text=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E3%81%A8%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%A4%A7%E5%88%87%E3%81%AA4,%E6%9F%B1%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.worldvision.jp/children/education_22.html#:~:text=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E3%81%A8%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%A4%A7%E5%88%87%E3%81%AA4,%E6%9F%B1%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.worldvision.jp/children/education_22.html#:~:text=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E3%81%A8%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%A4%A7%E5%88%87%E3%81%AA4,%E6%9F%B1%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_004.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/042/houkoku/08070301/004.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/042/houkoku/08070301/004.htm
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と思われる。日本で家族を形成し、子どもたちが育っていく中で、本レポートでは義務教育就

学前の支援に着目し、我が国が現在行なっている、また今後行なっていく予定である政策につ

いて分析しつつ、国籍を問わず全ての人が日本で豊かに暮らせるための、施策についても検討

する。
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1. 我が国における外国ルーツ6の子どもたち 

 国籍や民族、人種、宗教などに関わらず様々なバックグラウンドをもった人々が共に生きて

いく社会として、首相官邸でも「外国人との共生社会の実現」を掲げている。本章では、「外

国人との共生社会」実現に向けて、我が国における外国人と外国ルーツの子どもたちの現状に

ついて整理していく。 

a. 在留外国人の現状について 

 昨今ではコロナ禍により、来日する外国人数は一時減少したものの、２０２３年６月末の在

留外国人数7は３２２万３，８５８人（前年末比１４万８,６４５人、 4.8 ％増加）で、過去最

高を更新している（出入国在留管理庁, 2023）8。政府はグローバル戦略の一環として、教育

未来創造会議にて、「2033年までに留学生の受入れ 40 万人、外国人留学生の国内就職率 

60 %」を目指す施策9や、少子高齢化ならびに人口減少に伴う労働力不足に対応するため、

2023年 6 月 9 日に外国人労働者の在留資格である特定技能２号の対象を、現在の ２ 分野か

ら 11 分野に広げる方針を閣議決定10を行う等、外国人人材の受け入れ施策を様々行っているこ

と等から、今後も我が国に中長期滞在する外国人数は増え続けるものと推測される。加えて、

我が国に中長期在留する外国人の人口ピラミッド（図 1-1）を見てみると、エスニシティによ

って違いはあるものの、韓国・朝鮮以外の中国やベトナム、フィリピン、ブラジルについては 

16 〜 64 才のいわゆる働き盛り、家族を形成する年代の層が厚い（小池, 2022）11。 

 
6 ここでは田中の定義に基づき、国籍に関わらず、父・母の両方、またはそのどちらかが外国出身者であ
る子どもは「外国ルーツ」の子どもと呼ぶ。 
7 在留外国人数とは、中長期在留者数（２９３万９，０５１人）と特別永住者数（２８万４，８０７人）

を合計したものである。（出入国在留管理庁） 
8 出入国在留管理庁（２０２３） 報道発表資料「令和５年６月末現在における在留外国人数について」

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00036.html （参照日 2024-01-2０） 
9 内閣府（２０２３） 教育未来創造会議「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ＜J-MIRAI

＞（第二次提言） 」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouikumirai/dai6/siryou1-1.pdf 

（参照日 ２０２４-01-21） 
10 出入国在留管理庁（２０２３）「特定技能２号の対象分野の追加について」

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/03_00067.html（参照日 2024-01-21） 
11 小池司郎（２０２２）「近年における外国人人口の地域分布」 人口問題研究

（J.ofPopulationProblems）78－3（2022年9月） pp.419～430  

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00036.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouikumirai/dai6/siryou1-1.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/03_00067.html
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図1-1. 外国人の国籍別人口ピラミッド（2020年）12 

 

 以上のことから、まずは単身留学や仕事を目的として来日した外国人たちが、日本で長期に

生活し、基盤を作り上げていく過程で、出産、子育てを行うことも十分に考えられる。したが

って、外国にルーツを持つ子どもたちに対する就学支援や、その保護者に対する子育て支援と

して、未就学児の段階から切れ目のない支援を継続することが、我が国における「外国人との

共生社会」実現と、加えて日本と外国の双方にルーツを持つ「グローバル人材」育成において

も、効果的だと言えるのではないか。 

b. 外国ルーツの子どもたちについて 

 
12 同上 
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 それでは、現在我が国にいる外国ルーツの子どもたちはどのような状況なのだろうか。外国

ルーツの子どもそのものの調査が見当たらなかったため、文部科学省が２０２１年5月1日に行

った調査によると、日本語指導が必要な児童生徒数13は、58,353 人で前回調査より 7,227 人

（14.1%）増加している（文部科学省, 202２）14。前述したように、我が国では現在外国人の

留学や就職を促す政策方針をとっていることからも、今後もこの数字は増加していくものと考

えられる。 

 

図1-2. 公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数の推移（文部科学省）15 

 

また、この調査で明らかになった数字は「日本語の指導」が必要とされていると認識された児

童生徒の数であることも考慮する必要がある。例えば外国籍であっても日本語での会話が流暢

にできるため「日本語の指導」が必要と考えられていない子どもや、海外から帰国してきたば

かりの日本国籍の子ども、不登校の子どもの数は考慮されておらず、実際にはその数は更に増

えると考えられる。西原は、「普段の日本語には困らないものの、学習の日本語についていけ

 
13 日本語指導が必要な児童生徒には、外国籍の子どもだけでなく、日本国籍の子どもも含まれている。 
14 文部科学省（２０２２） 報道資料「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（令和

３年度） 

の結果（速報）について 」https://mext.go.jp/content/20220324-mxt_kyokoku-

000021406_01.pdf （参照日2024-01-22）  
15 同上 

https://mext.go.jp/content/20220324-mxt_kyokoku-000021406_01.pdf
https://mext.go.jp/content/20220324-mxt_kyokoku-000021406_01.pdf
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ない児童や、高学年になり抽象的な日本語が理解できない児童が多」く、存在することを指摘

している（西原, 1996）16。筆者も保育園での勤務経験があるが、このように日常会話は流暢

に話せるものの、理解しているかどうかや学習言語が身についているかは把握しづらく、西原

が指摘した課題は、現代まで続く課題の一つだと考えられる。 

 加えて、外国人の親に教育を受けさせる義務がないこと等から生じる、学校に通っていない

不就学の子どもがいることも忘れてはならない。文部科学省が都道府県の教育委員会を通じて

行った「外国人の子供の就学状況等調査（令和 3 年度）」によると、外国人の子ども17（小学

生相当＋中学生相当）は２０２１年度時点で  133,310 人おり、その内 約7.5%にあたる 

10,046 人の子どもが不就学18の可能性がある（文部科学省, 2022）19。 

 

 

図1-3. 外国人の子供の合計人数（全地方公共団体合計）20 

 
16 西原鈴子（1996）「外国人児童生徒のための日本語教育のあり方」『日本語学』 2月号 p.67-74  
17 本調査における「外国人の子ども」とは、日本国籍を有しない者とし、日本国籍との二重国籍者は含

まない 
18 不就学の可能性のある子どもとは③＋⑤＋⑥の子どもを指す 
19 文部科学省（2022）「外国人の子供の就学状況等調査結果について」

https://www.mext.go.jp/content/20220324-mxt_kyokoku-000021407_02.pdf （参照日 

2024-01-28） 
20 同上 

https://www.mext.go.jp/content/20220324-mxt_kyokoku-000021407_02.pdf
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図1-4. 学齢相当の外国人の子供の就学状況の把握状況（全体, 令和 3 年度）21 

 今回参照した文部科学省の調査はあくまでも「市町村教育委員会が把握している外国人の子

供の就学状況について調査を行ったものであるため、設置主体が当該市町村教育委員会とは異

なる学校（国私立学校、外国人学校、他市町村の学校）については、実際には在籍していて

も、当該市町村教育委員会がその状況を把握していないなど、実際の在籍状況とは異なる場合

もあり得る」が、先述した通り、外国人の親に対する就学義務がないために、約 １ 万人もの

子どもたちが、義務教育である小学校学校や中学校といった教育にアクセスできていないこと

が明らかになった。文部科学省や各自治体が多言語による就学ガイドブックを作成するなど努

力を行うことで、この数字は年々減少傾向にあるが、いまだに学校へアクセスできない子ども

たちがいることについては、留意しなければならない。 

 それでは、次に本レポートのテーマでもある未就学児についてだが、幼児については、両親

のどちらかが外国籍の場合、日本国籍の両親である場合よりも、未就園の可能性が高い

（Kachi, Kato & Kawachi, 2019）ことが明らかになっている22。日本に住む ０ 〜 ６ 才の

外国人の子どもは、2023年 6 月末時点で 134,262人（法務省, 2023）23であり、2022年 

6 月末では 126,400 人で、 １ 年間で7,862人も増えていることから、やはり学童期同様、

今後も増加することが見込まれる。保育所や幼稚園での在籍者数や、未就園児に関する全国的

な統計や調査はまだないので、今後このような調査がこども家庭庁により実施されることも期

待したいが、三菱UFJリサーチ＆コンサルティングが2020年に全国の市区町村の保育主管課

（ 1,714 自治体）を対象に調査した結果によると、回答のあった自治体（ 1,047 自治体）の

うち約 ７０ % の 744 自治体で外国ルーツの子どもが入園している保育所があると回答して

いる24。保育や幼稚園については義務教育ではないが外国人の定住化が進む中で、外国ルーツ

の子どもを受け入れる保育施設が、今後広がっていくことも想定できる。 

 
21 同上 
22 Kachi, Y., Kato, T., & Kawachi, I. （2019）. Socio-Economic Disparities in Early 
Childhood Education Enrollment: Japanese population-based study. Journal of 
Epidemiology, 30（3）, 143-150. 
23 法務省（２０２３）「在留外国人統計テーブルデータ」（２０２３年6月末）より算出した。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-
download?statInfId=000040124405&fileKind=0 （参照日 2024-01-28） 
24三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（２０２０）「保育所等における外国籍等の子ども・保護者への

対応に関する調査研究事業 報告書」 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000756538.pdf （参照日 2024-01-28） 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040124405&fileKind=0
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040124405&fileKind=0
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000756538.pdf
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図1-5. 外国ルーツの子どもが入園している保育所等の有無25

 
25 同上 
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2. 我が国における未就学児の保育・教育政策 

 前章では、生活の中の外国人や、外国ルーツの子どもたちが、今後日本社会で増えていくこ

とを確認した。日本で育つ外国ルーツの子どもたちが増えていく中で、多文化共生社会実現を

目指した施策はやはり重要な論点となっていくだろう。本章では、我が国における未就学児向

けの教育ならびに保育政策について俯瞰的に整理しながら、外国籍や外国ルーツの未就学児に

対する政策について確認していく。下図で示したとおり、我が国においては幼保一体化がなさ

れていないため、こども家庭庁ができた今でも、未就学児の育ちを支える施設に複数の官公庁

が関与しており、全ての官庁から見えづらくなるケースも生じていることに留意しつつ、ここ

では特に子どもに関する政策を担うこども家庭庁と、子どもの教育に関する政策を担う文部科

学省の政策動向について確認していきたい。 

 

 

図2-1. 乳幼児期の子どもたちの育ちに関わるステークホルダー（筆者整理）26 

 

  

 
26 内閣官房こども家庭庁設立準備「こども家庭庁の創設について」を参考に整理し、作成した 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000987734.pdf
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a. こども家庭庁における未就学児向けの政策について 

 まず、我が国で最も新しい官公庁であるこども家庭庁の政策について確認していきたい。こ

ども家庭庁とはそもそも、2022年 6 月に「こども家庭庁設置法」と「こども基本法」が成立

し、「こどもまんなか」をスローガンに掲げて2023年 4 月に発足した省庁である27。本項で

は、まずはこども家庭庁における施策の基本理念と、それを執行するための予算について確認

していきたい。 

i. 政策の基本方針に関して 

 こども家庭庁の施策は、「こども基本法」とそれに付随する形で策定された、「こども施策

に関する大綱（以下、「こども大綱」）」に着目する必要がある。さらに、未就学児の子ども

に関する施策の基本方針として、こども大綱と同日に閣議決定された「幼児期までのこどもの

育ちに係る基本的なビジョン（はじめの１００か月の育ちビジョン）」についても確認する必

要がある。 

 初めに、こども施策の基本理念として、日本国憲法と児童の権利に関する条約の精神にのっ

とり制定されたこども基本法28の第 3 条に掲げられている。 

1. 全てのこども29について、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに

差別的取扱いを受けることがないようにすること。 

2. 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保

護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉

に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の

精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 

3. 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての

事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されるこ

と。 

 
27 NHK「こども家庭庁 きょう発足 子ども政策の司令塔に」（2023年4月1日）

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230401/k10014026081000.html （参照日 2024-

01-28） 
28 e-gov こども基本法（令和四年法律第七十七号） https://elaws.e-

gov.go.jp/document?lawid=504AC1000000077  （参照日 2024-01-28） 
29 なお、本法律における「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。（第二条）と定義されて

いる。筆者は本法律が日本国憲法ならびに児童の権利に関する条約の精神にのっとり制定されていると

いう法律の目的から国籍に関わらないものだと解している。 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230401/k10014026081000.html
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC1000000077
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC1000000077
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4. 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その

最善の利益が優先して考慮されること。 

5. こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責

任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うと

ともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保する

ことにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 

6. 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 

国は上記の基本理念にのっとり、こども施策を総合的に策定・実施する責務があり（第 4 

条）、政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども大綱を定めなければならない（第 

9 条 1 項）。2023年 12 月 22 日に閣議決定されたこども大綱30には、「こどもまんなか社

会」について以下のように明記している。 

「こどもまんなか社会」とは、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこど

もの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人として

ひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひ

としくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（ウ

ェルビーイング）で生活を送ることができる社会である。 

さらに、こども大綱では、「乳幼児期から生まれながらに権利の主体」であることや、「思

想・信条、人種、民族、国籍〜省略〜等によって差別的取扱いを受けることがないようにす

る」こと、「必要な支援が、義務教育の開始・終了年齢〜省略〜で途切れることなく行われ、

〜省略〜社会全体で切れ目なく支える」こと、乳幼児期についても「乳幼児期からの安定した

愛着（アタッチメント）の形成を保障する」ことなども明記されており、生まれたばかりの子

どもに対しても、国籍の差別なく施策が行われることが期待できる。 

 前項では全ての子どもに対するこども家庭庁の方針を見てきたが、特に乳幼児期について

は、こども大綱だけでなく、こども大綱と同時に閣議決定された「幼児期までのこどもの育ち

に係る基本的なビジョン（はじめの１００か月の育ちビジョン）」31についても、主要な部分

について確認していきたい。 

 
30 こども家庭庁（２０２３）「こども大綱」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f3e5eca9-
5081-4bc9-8d64-e7a61d8903d0/276f4f2c/20231222_policies_kodomo-taikou_21.pdf 
（参照日 2024-01-28） 
31 こども家庭庁（２０２３）「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（はじめの１００か

月の育ちビジョン）」

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f3e5eca9-5081-4bc9-8d64-e7a61d8903d0/276f4f2c/20231222_policies_kodomo-taikou_21.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f3e5eca9-5081-4bc9-8d64-e7a61d8903d0/276f4f2c/20231222_policies_kodomo-taikou_21.pdf
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 このはじめの１００か月の育ちビジョンにおいて、「『こどもの誕生前から幼児期まで』

は、人の生涯にわたるウェルビーイングの基盤となる最も重要な時期」だとはっきりと示され

ている。本ビジョンでは、さらに以下のような社会の実現を目指しており、施策もそれに沿っ

たものだと考えられる。 

● 乳幼児を含めた全てのこどもが誰一人取り残されずに、権利主体として、 命と尊厳と

権利を守られる社会 

● 乳幼児の思いや願いが受け止められ、社会への参画が応援される社会 

● 乳幼児と保護者・養育者が安定した「アタッチメント（愛着）」を形成できる社会 

● 人や場との出会いを通して、豊かな「遊びと体験」が保障される社会 

● 保護者・養育者になる前から切れ目なく、様々な人や機会に支えられ、こどもとともに

育ち、成長が支援・応援される社会 

● 各分野や立場を超えた認識共有により、乳幼児に関わる人が緊密に連携し、 切れ目の

ない「面」での支援が実現できている社会 

● 乳幼児と全ての人がともに育ち合う好循環が続いていく社会 

上記の中でも特に、３点目と４点目から、外国ルーツの子どもたちにとっても保育園や幼稚

園、こども園といった乳幼児期の子どもの育ちを支える施設へのアクセスが整うことが期待で

きる。また、ビジョンの中で、「保護者・養育者、保育者、子育て支援者等が、社会からその

尊い役割を応援され、安心してこどもの笑顔や成長を喜び合うことができる社会を、全ての人

とともにつくっていくことが政府の責務である」ことから、保育士や幼稚園教諭などの保育

者、子育て支援者のウェルビーイングと成長の支援の充実についても想定されるところであ

る。 

 

ii. 2024年度の執行予算32に関して 

 
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/6e941788-
9609-4ba2-8242-42f004f9599e/64c1f5ab/20230928_policies_kodomo_sodachi_07.pdf 
（参照日 2024-01-28） 
32 こども家庭庁（２０２４）「令和６年度当初予算案の概要（参考資料）」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-
e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/65c3481d/20240126_policies_budget_18.pdf （参照日 

2024-01-28） 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/6e941788-9609-4ba2-8242-42f004f9599e/64c1f5ab/20230928_policies_kodomo_sodachi_07.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/6e941788-9609-4ba2-8242-42f004f9599e/64c1f5ab/20230928_policies_kodomo_sodachi_07.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/65c3481d/20240126_policies_budget_18.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/65c3481d/20240126_policies_budget_18.pdf


 

教育政策と教育法 最終レポート（2024年1月31日） 

14 

  次に、政策が実行されるための予算から、こども家庭庁では未就学児に対してどのような

政策が見込まれるのか、ここでは特に外国籍や外国ルーツ未就学児やその家庭が関係する施策

について、以下で整理したい。 

# 
 

事業名 予算

（案） 

※億円 

事業概要 外国ルーツ 

記載有無 

1 出産・子育て応援交付

金 

624 妊娠期から出産・子育てまでを一

貫した伴走型相談支援と経済的支

援を行う。 

無 

2 子どものための教育・

保育給付等 

16,636 教育・保育給付認定を受けた小学

校就学前の子どもが認定子ども

園、幼稚園、保育所等において特

定教育・保育などを受けた場合の

給付などを行う。 

無 

3 子育てのための施設等

利用給付 

987 給付認定を受けた,小学校前の子

どもが幼稚園、特別支援学校、預

かり保育、認可外保育施設等にお

いて特定教育・保育などを受けた

場合の給付などを行う。 

無 

4 児童手当等交付金 15,246 児童手当法に基づく児童手当、特

例給付の給付を行う。 

無 

5 子どものための教育・

保育給付交付金 

16,617 ４・５歳児の職員配置基準を30:1

から２５：１へと改善し、それに

伴う加算措置をもうけることや、

保育士・幼稚園教諭等に対する処

遇改善を行う。 

無 

６ 子ども・子育て支援交

付金 

2,208 子育て家庭や妊産婦に対する相談

支援事業。利用者支援や地域連

携、保育コンシェルジュや子ども

家庭センターの役割を地域で担っ

たり、保育施設への巡回指導や、

地域における就学前の子どもを対

象とした多様な集団活動事業の利

用支援を行う。 

無 
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# 
 

事業名 予算

（案） 

※億円 

事業概要 外国ルーツ 

記載有無 

７ 保育対策総合支援事業

費補助金 

459 保育士・保育所支援センターの設

置や運営、保育補助者の雇用補

助、保育士修学支援、外国人子育

て家庭に対する支援や保育園への

加算などを実施するための補助

金。 

なお、外国人家庭の子どもが２

０％で加配、保育士の代わりに受

け入れる外国人家庭の文化や慣習

に精通した人を雇用することも可

能。 

有 
 

８ 児童虐待防止等対策総

合支援事業費補助金 

１７７ 一時保護施設が担う行動観察や短

期入所指導の機能を充実・強化す

る施策を行うための補助金。外国

人対応協力員として通訳などを雇

い、児童指導員の補助を行う。 

有 

表2-1. こども家庭庁2024年度当初の乳幼児期に関する予算の整理（筆者作成）33 

このことから、こども家庭庁では、児童手当による現金給付や、保育園ならびに認定こども園

の無償化に対して予算を大きく割いていることが明らかとなった。児童手当は児童手当法第 4 

条にも記載がある通り、「国内に住所を有するもの」が対象34となっており、国籍が日本国籍

か外国籍かについては問われないため、外国籍の家庭においても利用することが可能である。

しかしながら幼児教育・保育の無償化35については、対象となる施設に条件があり、外国人を

多く預かる認可外保育施設や各種外国人学校は基準を満たさないために無償化の対象外となる

場合もある。第二東京弁護士会の会長が「外国人学校を『幼保無償化制度』の対象とすること

を求める会長声明36」を出すなど、幼保無償化からの対象外については日本国内からも問題視

されており、今後は外国人学校や附属幼稚園、認可外保育施設においても無償化の対象になる

 
33 同上の資料より筆者整理 
34 こども家庭庁ウェブサイト「児童手当制度のご案内」

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai （参照日 2024-01-29） 
35 幼児教育・保育の無償化とは、「幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラス

のこどもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのこどもたちの利用料が無料」となる制度

を指す（こども家庭庁ウェブサイトより引用）

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/ （参照日 2024-01-29） 
36 第二東京弁護士会（2020）「外国人学校を『幼保無償化制度』の対象とすることを求める会長声

明」https://niben.jp/news/news_pdf/opinion20200317.pdf （参照日 2024-01-29） 

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/
https://niben.jp/news/news_pdf/opinion20200317.pdf
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ことを期待したい。一方で、表 2-1 のなかで紹介した「保育対策総合支援事業費補助金」事業

の中には、具体的に外国人家庭向けへの支援策も記載されており、実際の活用などについては

今後も注視していきたい。一言付け加えるのであれば、ブラジル人や中国人など外国人が多く

集住する地域ではすでに先述した外国人学校や外国人向けの認可外保育施設が数多く存在する

が、全国的に生活の中の外国人が増えている昨今、集住地域とは言い切れない地域でも外国人

や外国ルーツの子どもを受け入れるケースも考えられる。そのため、今回は「特に配慮が必要

な家庭のこどもが全体の40％以上となった上で、外国人家庭のこどもが20%以上の場合に、

保育士をさらに１名加配し支援を行い、保育士の代わりに、受け入れる外国人家庭の文化・慣

習等に精通した方など、外国人家庭に対する支援を適切に実施できる職員（非常勤可）を１名

配置することができる」と記載されているが、２０％以上でなくとも巡回配置や支援ができる

ように、例えば地域の外国人の割合などで先んじて雇用できるようにするなど支援を受ける保

育施設、子どもや保護者、そして雇用される職員にとっても安定的な制度へ、今後改善される

ことを期待したい。 

 以上本章では、こども家庭庁による乳幼児向けの施策方針や予算について確認した。こども

基本法は日本国憲法のみならず、児童の権利条約の基本理念にのっとり施策を行うことが明示

されており、日本国籍の有無を問わず、差別のない制度設計がなされることが見込まれるが、

しかしながら幼保無償化制度では外国人学校が除外されるなど差別的な措置も見受けられる。

外国籍は確かに現在有権者ではないが、納税者である。特に外国人が多い都道府県や市町村な

ど地方自治体を中心に、特区的に制度が改善され、外国籍であってもインクルーシブで切れ目

のない支援に繋がれることを願っている。 

b. 文部科学省における教育政策について 

 続いて、我が国において教育制度を司どる文部科学省の政策と予算について、特に外国ルー

ツに関するものを中心に確認していく。 

 

i. 政策の基本方針に関して 

 文部科学省では、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を以下のように定義している

37。なお、我が国においては幼児期において到達目標として設定しておらず、個別に取り出し

 
37 文部科学省（２０２０）「幼稚園教育パンフレット（※幼児期の終わりまでに育ってほしい姿）」

https://www.mext.go.jp/content/1422303_07.pdf （参照日 2024-01-29） 

https://www.mext.go.jp/content/1422303_07.pdf
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て指導されるものではないと明言していることに留意したい。また、この「幼児期の終わりま

でに育ってほしい姿」については平成 29 年告示の幼稚園教育要領にも記載されている。 

● 健康な心と体  

自ら健康で安全な生活をつくり出すようになる 

● 自立心   

自分の力でやり遂げる体験などを通じて自信を持って行動するようになる 

● 協働性   

友達と一緒に目的の実現に向けて考えたり協力したりするようになる 

● 道徳性・規範意識の芽生え  

よいことや悪いことが分かり、相手の立場に立って行動するようになる。きまりを守っ

たりするようになる 

● 社会生活との関わり 

家族を大切にしたり、身近な人と触れ合って地域に親しみをもつようになる。遊びや生

活に必要な情報を役立てて活動したり、公共施設を利用して、社会とのつながりを意識

するようになる 

● 思考力の芽生え 

身近な事象から物の性質などを感じ取ったり、予想したりして、多様な関わりを楽しむ

ようになる 

● 自然との関わり・生命尊重 

自然への愛情や畏敬の念をもつようになる。生命の不思議さなどに気付き、動植物を大

切にするようになる 

● 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚 

遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しんだりして、興味や関心、感覚

をもつようになる 

● 言葉による伝え合い 

経験したことなどを言葉で伝えたり、話を聞いたりして、伝え合いを楽しむようになる 

● 豊かな感性と表現 

心動かす出来事に触れ、感じたことを表現する喜びを味わい、意欲をもつようになる 

上記の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と共に、文部科学省では2022年度から ３ か

年程度を念頭に、全国的な架け橋期（義務教育開始前後の ５ 歳児から小学校 1 年生の 2 年
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間）に行う「幼保小の架け橋プログラム」38を推進している。このプログラムは、中央教育審

議会初等中等教育分科会の幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会が中心となって議論され

ており、本委員会にて、幼児期の教育についても以下のように明記されている39。 

● 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、全ての子供に

等しく機会を与えて育成していくことが必要 

● 幼児期は遊びを通して小学校以降の学習の基盤となる芽生えを培う時期であり、小学校

においてはその芽生えを更に伸ばしていくことが必要。そのためには、幼児教育と小学

校教育を円滑に接続することが重要 

● 一方、幼児教育と小学校教育は、他の学校段階等間の接続に比して様々な違いを有して

おり、円滑な接続を図ることは容易でないため、５歳児から小学校１年生の２年間を

「架け橋期」と称して焦点を当て、０歳から18歳までの学びの連続性に配慮しつつ、

「架け橋期」の教育の充実を図り、生涯にわたる学びや生活の基盤をつくることが重要 

● 架け橋期の教育を充実するためには、幼保小はもとより、家庭、地域、関係団体、地方

自治体など、子供に関わる全ての関係者が立場を越えて連携・協働することが必要 

● 教育行政を所掌する文部科学省は、こども家庭庁をはじめとする関係省庁と連携を図り

ながら、家庭や地域の状況にかかわらず、全ての子供が格差なく質の高い学びへと接続

できるよう幼児期及び架け橋期の教育の質を保障していくことが必要 

上記の幼児期の教育方針を踏まえ方策を推進することが、同様に記されている。以下のその方

策について抜粋する。 

● 架け橋期の教育の充実 

○ 子どもの発達段階を見通した架け橋期の教育の充実 

○ 架け橋期のカリキュラムの作成及び評価の工夫によるPDCAサイクルの確立 

● 幼児教育の特性に関する社会や小学校等との認識の共有 

○ 幼児教育の特性に関する認識の共有 

○ ICTの活用による教育実践や子供の学びの見える化 

● 特別な配慮を必要とする子供や家庭への支援（障害のある子供や外国籍の子供など） 

 
38 文部科学省ウェブサイト「幼保小の架け橋プログラム」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1258019_00002.htm （参照日 2024-
01-28) 
39 文部科学省（２０２３）「学や生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について〜幼保小の

協働による架け橋期の教育の充実」https://www.mext.go.jp/content/20220307-mxt_youji-

1258019_02.pdf （参照日 2024-01-29) 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1258019_00002.htm
https://www.mext.go.jp/content/20220307-mxt_youji-1258019_02.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220307-mxt_youji-1258019_02.pdf
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○ 特別な配慮を必要とする子供と家庭のための幼保小の接続 

○ 好事例の収集 

● 全ての子供に格差なく学びや生活の基盤を育むための支援 

○ 幼児教育施設の教育機能と場の提供 

○ 全ての子供のウェルビーイングを保障するカリキュラムの実現 

● 教育の質を保障するために必要な体制等 

○ 地方自治体における推進体制の構築 

○ 架け橋期の教育の質保障のために必要な人材育成等 

○ 幼児期の教育の質保障のために必要な人材確保・定着等 

● 教育の質を保障するために必要な調査研究等 

○ 幼保小接続期の教育に関する調査研究 

○ 幼児期の教育に関する調査研究 

外国籍について言及されており、着目したい方策が ２ 点ある。 1 点目は「特別な配慮を必要

とする子供や家庭への支援」内容として、「幼児教育施設・小学校と、母子保健、福祉、医療

等の関係機関との連携強化」や、「外国籍等の子供などの受入れに関する研修プログラムを開

発、研修資料や教材を作成」、「幼児教育施設や小学校における子供の多様性に配慮した教育

の充実に関する好事例等を収集・蓄積して活用」などが示されている。外国籍や外国ルーツの

子どもに対する就学支援として、具体的には「子供やその保護者に対する日本語指導、就学ガ

イダンス、就学相談等の取組を充実する必要」があることや、幼児教育施設における支援とし

て、「外国籍等の子供が日本語に親しむことができるようにするとともに、家庭によっては、

家庭において母語を使用していること等についても配慮すること」の必要性、「外国籍等の子

供との触れ合いを通して、子供に多様な文化的・言語的背景を尊重する姿勢を育み、国際理解

の意識の芽生えなどが養われるようにすること」や、「特に支障なく幼児教育施設での生活を

送っているように見えても、他の子供の様子を見て行動しているだけで先生の話していること

を理解していない場合」もあり、「日本語をどの程度理解できるか、外国籍等の子供が有する

文化的な背景等を踏まえ、どのような支援を行ったか等について、家庭との連携を図りなが

ら、小学校・特別支援学校に引き継ぐことにより、小学校・特別支援学校においても必要な支

援が受けられるようにすることが大切」だと記載されており（中央教育審議会, 2023）40、外

 
40 中央教育審議会 初等中等教育分科会 幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会（2023）「学びや生

活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について～幼保小の協働による架け橋期の教育の充実

～」 P.15  
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国ルーツの未就学児を支援する者への指針が示されている。 ２ 点目は、「教育の質を保障す

るために必要な調査研究等」で、「近年、諸外国においても、子供の多様性を尊重し、全ての

子供に対して等しく学びの機会を提供するようなインクルーシブな教育の在り方が求められて

いる。発達に障害のある子供、医療的なケアが必要な子供、移民・難民の子供など様々な子供

の多様性へのアプローチが課題となっている。国においては、諸外国において子供の多様性が

いかに捉えられ、幼保小の接続期にどのような具体的支援や体制の構築がなされているかにつ

いて、調査研究を推進することが必要」だと記載されている41。 

 以上のことから、外国籍や外国ルーツの子どもたちに対する幼児教育施設内での日本語教育

はもちろん、子どもの母語への配慮、多様性に配慮したインクルーシブな教育が推進され、ま

た調査研究を通じて、より効果的な政策が形成されていくものと期待される。次項で文部科学

省の予算を確認しながら具体的な政策について整理していきたい。 

 

ii. 2024年度予算（案）42関して 

 本項目では、文部科学省の2024年度予算案のうち、乳幼児期に関するものに注目しつつ、

どのような政策が今後行われる予定なのか確認していく。 

 文部科学省全体の歳出予算は2024年度予算額として 53,384 億円を計上しており、昨年度

に比べて 0.8 %の 443 億円増額している。そのうち、文教関係予算は 40,563 億円と全体の

約 ７６ ％と大きな割合を占めていることがわかる。一方で、「幼児期及び幼保小接続期の教

育の質的向上」の予算は 23 億円と文教関係予算のうち ０.０５ ％程度と微々たる額である

が、他にも「学校等における日本語指導体制等の充実や外国人の子供の就学促進等」として、 

１３ 億円（文教関係予算のうち、０.０３ ％程度）が計上されている。依然として些細な額で

はあるものの、予算案として明文化されていることには一定の価値があると思われる。 

 それでは実際に、「幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上」とは一体どのような事業の

ための予算なのか確認していきたい。２３億円の内訳として大きく３つの事業に振り分けられ

ており以下の表に整理した。 

 
https://www.mext.go.jp/content/20220307-mxt_youji-1258019_03.pdf （参照日 2024-

01-29） 
41 同上 P.28 （参照日 2024-01-29） 
42 文部科学省（2024）「令和６年度予算（案）のポイント」

https://www.mext.go.jp/content/20240118-ope_dev03-000031627-1.pdf （参照日 2024-

01-29） 

https://www.mext.go.jp/content/20220307-mxt_youji-1258019_03.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20240118-ope_dev03-000031627-1.pdf
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# 事業名 概要 予算（億

円） 

1 幼児教育の質の向上 幼保小接続期の教育の質的向上に向け、全ての

子供たちの多様性にも配慮した上で学びや生活

の基盤を育む「幼保小の架け橋プログラム」に

ついて、モデル地域における開発・実践とその

成果の検証等を実施する調査研究や、今後の幼

児教育の政策形成に資するエビデンスを得るた

め、幼児期の環境や体験、学びが、その後の子

供の成長に与える影響に関する大規模な追跡調

査を実施 

5.6 

2 幼児教育の質の向上

を支える自治体への

支援 

地域全体の幼児教育の質の向上を図るため、幼

児教育センターの設置やアドバイザーの配置、

外部専門職や自治体の保健、福祉部局との連携

等により、地域の課題に的確に対応する自治体

の幼児教育推進体制の活用支援の強化 

3.5 

3 幼児教育の質を支え

る教育環境の整備 

ICT環境整備や施設の耐震化等、幼児教育の質

を支える教育環境整備の支援として、教育支援

体制整備事業費交付金や、私立幼稚園施設整備

費補助金等を実施 

13.4 

表2-2. 幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上に関する予算内訳43 

 次に、外国ルーツ児童生徒への就学支援として行われる施策の予算について、確認していき

たい。文部科学省においても、日本語指導が必要な児童生徒数の増加や、高度人材向けの新た

な在留資格の創設、特定技能の対象分野拡大等が実施・予定されているといった背景から、在

留外国人の増加を想定している。そういった環境下で、外国人が教育・就労・生活の場で円滑

にコミュニケーションを図り、日本人とともに学び、生活できる環境の整備のために、日本語

教育や外国人児童生徒等の教育等の充実を図ることを狙いとしている。特に就学前については

不就学を防止し、全ての外国人の子どもの教育機会が確保されるよう、「外国人の子どもの就

学促進事業」として予算が １ 億円確保されている。加えて、「日本語指導が必要な児童生徒

等の教育支援基盤整備事業」として予算 1,100 万円が確保されており、「かすたねっと」44に

よる多言語文書や日本語指導教材の提供、外国人の子供の就学状況等の調査が行われている。

 
43 同上 P.18より筆者作成 
44 「かすたねっと」は文部科学省総合教育政策局国際教育課が、帰国・外国人児童生徒教育のために提

供する情報検索サイト（https://casta-net.mext.go.jp/）のこと。サイトでは、各都道府県・市町村

教育委員会等で公開されている多言語による文書や日本語指導、特別な配慮をした教科指導のための教

材等、様々な資料を検索することが可能。（参照日 2024-01-29） 

https://casta-net.mext.go.jp/
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また、２０２3年度より児童生徒の日本語能力把握の充実に向けた調査研究にも予算が 3,400 

万円確保され、今後児童生徒の日本語能力評価に対して、客観的な評価ツールを活用すること

で、外国人散在地域においても適切な指導体制が整備されることが期待されている45。 

 以上より、文部科学省においても国籍に差別なく乳幼児期の子どもに対する就学支援が検討

され、実施されているところである。 

 我が国が加盟する子どもの権利条約委員会が第 ２３７０ 回の会合で、我が国に対する第 4 

回・第 5 回定期報告書に関する総括所見を採択した。そこで、「委員会は、締約国が、子ども

の権利の視点を含み、子どもに対する明確な配分額を定め、かつ条約の実施のために割り当て

られる資源配分の十分性、有効性および公平性の監視および評価を行なうための具体的指標お

よび追跡システムを包含した予算策定手続を確立するよう、強く勧告」している46。我が国が

国際基準の子どもの権利を遵守した社会になるために、こども家庭庁と文部科学省が中心とな

って従来の予算編成に捉われない歳出予算の確保と、研究を通じた有効性・公平性の監視や評

価が、社会に浸透していくことを期待したい。

 
45 同43, P.39 (参照日 2024-01-29） 
46 国際連合 児童の権利委員会（2019）「日本の第4回・第5回政府報告に関する総括所見（仮訳：外務

省）」https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078749.pdf （参照日 2024-01-29） 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078749.pdf
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3. 外国ルーツ未就学児支援者の現状 

 前章まで、外国ルーツの子どもたちの現状と、こども家庭庁や文部科学省で遂行されている

政策の動向を確認した。本章では、実際に外国ルーツ未就学児やその家庭を支援している支援

者の状況を筆者のバックグラウンドでもある保育士を中心に整理し、問題点を探りたい。 

 

a. 保育士及び幼稚園教諭の現状 

  初めに、日本の幼児教育に携わる保育士や幼稚園教諭の課題感について俯瞰的に整理すべ

く、株式会社日本総合研究所が、保育士と幼稚園教諭計 2,000 名を対象に、保育の質に関す

る課題意識を調査したアンケート結果を参考にした。外国ルーツの子どもたちにも関連する

「子どもとの接し方について課題を感じる」項目として、「子ども一人一人に丁寧に関わるこ

と」や、「子ども一人一人の個性の把握、成長支援」について課題と感じると回答した人が半

数近くに上っていることや、「集団活動の中で、個々の子どもに寄り添う・子どもに沿った支

援の状況・課題」について質問する項目では、「あまりできていない」、「できていない」が 

40.7 % を占め、「現状の配置基準では人数が足りない」ことや、「保育記録、連絡帳等の書

類作成に時間がかかっている」ことが明らかになった（株式会社日本総合研究所, ２０２２）

47。 ４・５ 歳児の配置基準が改善され、ノンコンタクトタイムの確保が施策として明記される

ようになったものの、今後どこまでこの数値が改善されるか、再度調査する必要があるだろ

う。さらに、「よりよい保育・教育の実現のために、施設等に求めること」として、「職員間

のコミュニケーション」や「職員のスキルアップ、保育・教育に関する知識の習得機会」がそ

れぞれ 40 %を超えて挙げられて48おり、職員のスキルアップのために職員の時間や代替人材

の確保、そして効果的なスキルや知識を習得するために、外国ルーツ家庭向けの支援内容につ

いても開発が期待される。 

 
47 株式会社日本総合研究所（２０２２）「保育の質に関するアンケート結果報告書＜保育者調査＞」 
P.14-26 
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/detail/20220809_obata1.pdf 
（参照日 ２０２４-01-29） 
48 同上 

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/detail/20220809_obata1.pdf
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図3-1. 子どもとの接し方課題（日本総合研究所）49 

 
49 同上 P.14 
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図3-2. 集団活動の中で、個々の子どもに寄り添う・子どもに沿った支援の状況と課題50 

 

図3.3 よりよい保育・教育の実現のために、施設等に求めること51 

  

b. 外国ルーツの子どもたちを受け入れる幼児施設の現状 

 
50 同上 P.２４ 
51 同上 P.26 
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 続いて、外国ルーツの子どもたちを受け入れている保育園の現状について確認していくが、

受け入れる側の施設へのアクセス面として、現在政府など公的機関でどのように情報提供を行

っているのか確認した。まず、義務教育である小学校以降に関しては、文部科学省も2005年

よりポルトガル語、スペイン語、中国語、英語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、フィリピノ語と

いった多言語での「就学ガイドブック」を作成・配布52している。加えて、幼児期の子どもに

ついては出入国在留管理庁が発行している『生活・就労ガイドブック』53の第 4 章と第 5 章で

紹介されている。また出入国在留管理庁のウェブサイト「外国人生活支援ポータルサイト」の

「幼稚園、保育園等に入る、通うことについて」54というカテゴリーでも紹介されている。 文

科省が提供している６ 歳以下の子どもを持つ人への案内55を見てみると、A4 1 枚程度で紹介

されているのみで、基本的には住んでいる自治体に問い合わせることが基本であり、幼児教育

についても市区町村といった基礎自治体によって情報アクセスに差が生じやすい状況であると

想定される。 

 上記を踏まえ、現在外国ルーツを受け入れている幼児施設の実践事例や、アンケート調査か

ら実態を探ってみたい。初めに、幼稚園における事例や教育委員会への質問紙調査を取りまと

めた「幼児期における国際理解の基盤を培う教育の在り方に関する調査研究」の成果報告書56

によると、選定した ８ 都府県57のうち、2016年 9 月 1 日時点で外国人が在籍する園は 267 

園で全体の 5４.０％であり過半数を超える結果となった。特に集住地域よりも都市型分散地域

の方が在籍の割合も高いことと、文部科学省による「特別な配慮が必要な子供」の支援事業で

 
52 文部科学省ウェブサイト「外国人児童生徒のための就学ガイドブック」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm （参照日 2024-01-

29） 
53 出入国在留管理庁ウェブサイト「生活・就労ガイドブック」 

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/education_learning_japanese.html （参照日 

2024-01-29） 
54 出入国在留管理庁ウェブサイト「外国人生活支援ポータルサイト」

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/education_learning_japanese.html （参照日 

2024-01-29） 
55 文部科学省ウェブサイト「小学校に入る前（6歳以下）の子供をもつ人へ」

https://www.mext.go.jp/content/20201028-mext_youji-000005738_09.pdf （参照日 

2024-01-29） 
56 公益社団法人 全国幼児教育研究協会（2017）「幼児期における国際理解の基盤を培う教育の在り方

に関する調査研究―外国籍等の幼児が在園する幼稚園の教育上の課題と成果から―」
https://zenyoken.org/wp-
content/uploads/2016/05/HP%E7%94%A8%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF.pdf 
（参照日 2024-01-29） 
57 質問紙調査の実施地域は①ほとんど同じ国籍（母語）の人々が一カ所に集中して居住している地域と

して群馬県、愛知県、滋賀県 ②多くの外国人家庭が単独・個別に生活している都市部の地域として東

京都、神奈川県、大阪府、福岡県 ③外国人がほとんど住んでいない地域として岩手県の８都府県が選

出されている 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/education_learning_japanese.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/education_learning_japanese.html
https://www.mext.go.jp/content/20201028-mext_youji-000005738_09.pdf
https://zenyoken.org/wp-content/uploads/2016/05/HP%E7%94%A8%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF.pdf
https://zenyoken.org/wp-content/uploads/2016/05/HP%E7%94%A8%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF.pdf
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は在園割合が支援を受けられるかどうかのポイントになっていたことから、外国人が多いとさ

れる都市部においても、割合が満たない園が数多く存在する恐れがあるのではないだろうか。

巡回指導や複数園で外国ルーツ専門の保育士や幼稚園教諭を雇うなど今後も各地域の実態に合

わせた施策の運用や工夫が必要だと考えられる。 

 

表3-1. 外国人が在籍する園数58 

 

 さらに、全国幼児教育研究協会が行った調査では、外国人幼児への気になった行動として

「教職員からの指示がわからない」という項目が最も割合が高く 59.6 ％（図3-4）であっ

た。ただし、教職員からの指示がわからないという点は例えば発達の問題やろう等、障害を抱

える子どもにも当てはまる項目であり、外国人だから言語的な問題で指示がわかっていないの

か、先天的あるいは後天的な障害を持つのではないか等、外国ルーツの言語発達や理解につい

て現場の支援者や、政策立案者においても、細心の注意を払うべきポイントだろう。外国人の

子どもの学習や生活の困難さが「障害」に起因するものなのかの判断の難しさは多くの研究か

ら指摘されているところ（渋谷、 2019）59であるため、今後調査研究が進んでいくことを期

待したい。 

 
58 同57 P.6 
59 渋谷恵（2019）, 「日本の学校における多文化化・多言語化の進展と教育の課題」『LD研究』第28

巻，第２号， 
P.214-216 
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図3-4. 外国人幼児の気になった行動（％）60 

 

 続いて、保育施設での調査について確認していく。保育施設については第 1 章で参考にし

た、三菱UFJリサーチ＆コンサルティングが全国の市区町村の保育主管課（1,741 団体）及び

保育所等（合計 30,034 箇所）を対象行った調査より、外国籍等の子ども・保護者の支援に関

する取組状況について確認していきたい。本調査によると、２０２０年 11 月〜2021年 1 月に

行った市区町村アンケートによると、保育所等を利用する外国籍等の子どもがいる市区町村に

おいて、人員配置等による支援を行っている割合は約 20％、ICT を活用した言語的支援を行

っている割合は約 15 ％、資料翻訳等の支援を行っている割合は約 15 ％、就学前支援を行っ

ている割合は約 10％、人材育成・職員教育に関する施策を行っている割合は約５％であり61、

いずれも低い数値に留まっている。一番支援を行っている人員配置等による支援であっても、

保育者や保育補助者の配置については 2 ％を下回っており、言語面のサポートが必要な際に、

自治体で雇用している職員を派遣（6.4%）したり、地域のボランティア等を紹介したり

(4.1%)、民間の通訳者を派遣したり(1.9%)する等、言語面のみの一過的なサポートが目立っ

ている62。 

 
60 同５７, P.９ 
61 同２５, P.99 
62 同２５, P.106 
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図3-5. 外国籍等の子ども・保護者の支援の実施状況(人員配置等による支援に関する施策)63 

また、保育所等アンケートによると、外国籍等の子どもが在籍している保育所等において、人

員配置等による支援を行っている割合は約 20％、翻訳機器等を活用している割合は約 30％、

通常の保育の中で支援を行っている割合は約 60％、保護者支援の取組を行っている割合は約 

50％、就学前支援を行っている割合は約 20％、研修や他園との情報共有に関する取組を行っ

ている割合は約 20％であり64、いずれも市町村のアンケートより高い数値であるため、現在は

保育所による自助努力で外国ルーツへの支援が行われているものと想定される。さらに、保育

 
63 同２５, P.106 
64 同25, P.101 
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所等が外国籍等の子どもの受入れに関して直面している課題をみると、全体では「特に課題と

感じていることはない」の割合が 43.2％と最も高く、次いで「外国籍等の子どもや保護者の

具体的な困りごとやニーズがわからない」が 36.6％、「通訳や翻訳を行える人員が足りな

い」が 28.8％となっている65。 

 

図3-6. 外国籍等の子ども・保護者の受入に関して直面している課題 （当てはまるもの全て）

66 

本回答では、「特に課題と感じていることはない」としている回答が 43.2 % で最も高い回答

になっているが、多文化保育を実践する上では問題となる場合もある。品川によると，「子ど

もは皆同じ」「子どもに違いはない」という意識を持っている保育者が多く（品川他, ２００

８）67、それ自体は問題ないように感じられるが、それによって「保育者側も差別を恐れるあ

まり、差異を認識してはいけないという脅迫観念に駆られがちであること」が上野らによって

 
65 同25, P.22 
66 同上 
67 品川ひろみ・野崎剛毅・上山浩次郎（2008），「保育所と託児所におけるブラジル人の保育と親の

意識」, 『調査と社会理論・研究報告書』25巻, P.161-244． 
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指摘されている（上野他, 2008）68。以上のことより、課題を感じないからといって外国ルー

ツの子どもや保護者にとって質の高い保育がなされているかどうかは別問題として捉えなけれ

ばならないだろう。

 
68 上野葉子，石川由香里，井石玲子，田渕久美子，西原真弓，政次カレン，宮崎聖乃(2008)「長崎市

における多文化保育の現状と展望」 『保育学研究』第 46巻２号, P. 141-152 
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4. まとめ 

 第 1 章で外国ルーツの子どもたちの現状を、第 2 章でこども家庭庁と文部科学省の政策動向

を、そして第 3 章では、支援者の現状について整理を行った。その中で、今期教育政策と教育

法の授業を受け、筆者自身が専門職修士課程で研究していきたい「共生社会実現に資する外国

ルーツに対する幼児教育の在り方」をテーマに、出入国在留管理庁やこども家庭庁、文部科学

省の施策や情報を中心として分析してきた。続く最終の本章では、在留や定住を希望する外国

人が増え、我が国としても少子化と人口減少が進む中、外国ルーツの人々と日本人が協働し、

共生社会実現を目指す中で、それに資する政策として、外国人保育士の活用について提言した

い。 

 こども家庭庁でも国籍の差別なく子どもと支援者のウェルビーイングを向上させることが基

本方針に含まれたり、文部科学省においても、国籍や民族、障害の有無に依らないインクルー

シブな教育について歳出予算に含まれたりするなど、共生社会への兆しが見える。問題は、多

様な子どもたちとその保護者を支援する、保育士や幼稚園教諭等の支援者が燃え尽きることな

くウェルビーイングな状態で支援を充実させることができるかがこども家庭庁と文部科学省の

政策目的を達成しながら、共生社会を実現する重要な課題である。 

 現在保育所として幼保無償化の対象となるためには、埼玉県の場合「市町村に届出を行い、

原則として国が定める基準を満たすことが必要」69だとしている。国の基準では日本の保育士

資格を有する保育士の職員配置が定められていることから、国の基準を満たすためには、外国

人でかつ日本の保育士免許を取得している人材を獲得する必要があるが、どれだけ希少な人材

であるかは想像に難くない。加えて現在我が国では少子化が進行しているものの、保育士の人

材不足が続いている。そのため、例えば現在活用されている地域限定保育士70と、幼稚園教諭

資格者への保育士資格取得の特例制度71に倣って、外国人集住エリアである東京都、神奈川

 
69 埼玉県ウェブサイト「幼児教育・保育の無償化について」

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/library-info/20191001.html（参照日 2024-01-

30）  
70 地域限定保育士とは、都道府県が年2回行う保育士試験の2回目での保育士試験の合格者に、３年間は

当該区域内のみで通用する保育士を指す（厚生労働省） 
71 厚生労働省（２０２２） 保育の現場・職業の魅力向上検討会（第５回）参考資料「保育士の現状と

主な取組」https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000661531.pdf （参照日 2024-01-

30） 
 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/library-info/20191001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000661531.pdf
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県、埼玉県、大阪府、福岡県などでは外国で保育士資格を持っているもしくは、勤務経験があ

る場合は実技や筆記試験を免除して保育士資格を与えてもいいのではないだろうか。 

 外国人に保育士資格を与えるというと、突拍子もない施策提言のように感じられるかもしれ

ないが、実は内閣府の国家戦略特区では、在籍乳幼児のうち、外国人が５０％以上を占める保

育施設において、日本の保育士が １ 名以上配置されていれば、外国の保育士資格を保有する

者やその他外国人である乳幼児の保育について十分な知識経験を有すると認められる者を十分

な数だけ配置していることで「特区内外国人受入認可外保育施設」として認定72しているとい

う実績がある。すでに地域限定保育士について東京都、神奈川県、大阪府では認めている73た

め、援用する形で実施したい。 

特例措置前 ● 児童福祉法 第 ７ 節 保育士における諸々の規定により、保育士試験

や保育士となる資格には制限があり、外国での保育士資格などは該当

しない 

ニーズ ● 外国ルーツの乳幼児が全国的に増える中で、子どもの母語や文化を理

解できる保育士の獲得が難しい 

● 言語や文化的な配慮が必要な家庭への支援が困難、人材不足 

特例措置 ● 外国の保育士資格もしくは幼児教育の学位や知識を有するものに、保

育士資格試験において一部科目の免除や、状況によって全科目の免除

が可能 

効果 ● 母語や日本語以外を話せる保育士がいることは、子どものウェルビー

イングならびに保護者のウェルビーイング向上にも寄与すると考えら

れることに加え、日本の保育士の負担軽減や異文化理解にもつながる 

● 外国籍、日本国籍問わず外国の保育士資格を取得している人材が日本

の保育士資格取得も容易になることで、保育士の人材不足解消にも寄

与する 

表4-1. 外国の保育士資格を有する者における保育士資格取得特例に関する筆者整理 

さらに、この地域限定保育士については、現在こども家庭庁で全国展開すべきかどうか中長期

的な議論がなされているところでもある74。今後保育士資格の制度改正にあたっては、全国展

 
72 厚生労働省（2023）「国家戦略特別区域の区域内に所在する認可外保育施設であって当該施設を利

用する児童の全て又は多くが外国人であるものに係る認可外保育施設指導監督基準の取扱いについての

一部改正について（通知）」子総発 0228 第１号, 

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/r050228_kouroushou_0228-1.pdf （参照日 

2024-01-30） 
73 内閣府ウェブサイト「国家戦略特区の指定区域」

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/jigyou_all.pdf （参照日 2024-01-30） 
74 こども家庭庁（２０２３）こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会保育士資格等に関する専

門委員会（第２回）参考資料１ 「保育士資格等にかかる制度改正の方針（案）について」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f13a45f3-

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/r050228_kouroushou_0228-1.pdf
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/jigyou_all.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f13a45f3-a723-4f60-9ea3-de0dbab15f63/969a0900/20231127_councils_shingikai_kodomo_sodachi_hoikushi_shikaku_f13a45f3_01.pdf
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開とともに、外国での保育士資格も、日本の保育士として通用するようにする「外国の保育士

資格を有するものにおける保育士資格取得」などを検討していただきたい。 

 今を生きる子どもたちが、幼児のうちから外国の文化など様々な価値観に触れることで、外

国人との共生社会は実現されていくだろう。そんな社会の実現を目指し、幼児教育の分野で外

国人保育士の活用に関する研究と、そして今後は多文化共生における保育士の専門性を高める

施策の研究を行いたい。          

   

以上 
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